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柱１ 未来につながる行財政経営への変革 

 

（１） 柔軟で機動的な行政経営へ 

 

複雑・多様化する行政課題や県民ニーズに対応するため、県庁組織は、迅速な政策

展開・事業実施を可能とする柔軟で機動的な組織であるとともに、その基盤となる、 

意欲ある優秀な職員の確保が不可欠です。 

 

行政課題の変化等を見極め、それに適した組織の見直しや適正な定員管理を行い 

ながら、柔軟性、機動性の高い業務執行体制を構築します。  

 

また、職員の意識改革や能力開発につながる研修を充実させるほか、政策の検討に

関与できるプロジェクトチームへの参画など、職員が個々の能力や意欲を最大限に発

揮し、活躍できる体制・仕組みを整備し、人材の育成を図ります。 

 

 
 

① 効率的な組織と柔軟な人員配置 

行政需要の変化や解決すべき課題に対し、弾力的に組織を見直すとともに、職員の  

年齢や職位の構成などを考慮した適正な定員管理・人員配置により、柔軟で機動性の  

高い業務執行体制を構築します。 

また、新たな採用手法の導入や採用職種の見直しを含め、積極的な職員採用に取り  

組みます。 

 

ア 弾力的な組織の見直し 

イ 適正な定員管理 

ウ 柔軟な人員配置 

エ 積極的な職員採用 
 
 
 

② 効果的な人材育成に向けた取組の推進 

職員の意識改革や能力開発につながる研修を充実させるとともに、民間企業など他団           

体との人事交流や民間人材の活用に積極的に取り組み、広い視野を持ち、様々な行政課

題に的確に対応できる人材の育成を図ります。 

 

ア 研修の充実・強化 

イ 若手職員育成のためのメンター制度の導入 

ウ 他団体との人事交流 

エ 民間人材の活用 

Ⅱ 戦略（具体的な取組内容） 
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③ ボトムアップ型の政策提案の実施 

現行の職員提案制度について、より積極的な応募につながるよう見直すとともに、  

業務改善等を目的としたプロジェクトチームの設置など、個々の能力や意欲を最大限に

発揮し、活躍できる仕組みを整備します。 

 

ア 職員提案制度の効果的な運用 

イ 業務改善を目的としたＰＴの設置 

 

④ 内部統制の推進 

内部統制は、業務の執行に係る一連のプロセスを可視化し、業務に内在するリスクの

把握、分析及び評価を行い、法令等を遵守しつつ適正かつ効率的に業務を遂行していく

ための制度です。 

「千葉県内部統制基本方針」に掲げられた４つの目的（業務の効率的かつ効果的な  

遂行、財務報告等の信頼性の確保、業務に関わる法令等の遵守、資産の保全）を達成す

ることにより、県民に信頼される県政が確保されるよう、引き続き庁内の内部統制体制

の整備及び適正な運用に取り組みます。 

 

ア 内部統制体制の整備・運用 
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柱１ 未来につながる行財政経営への変革 

 

（２） 持続可能な財政構造の確立 

 

社会情勢の変化に的確に対応しながら、将来にわたって多様な県民ニーズを踏まえ

た施策を展開していくためには、持続可能な財政構造の確立が不可欠です。 

 

このためには、本県の将来の発展に向けた社会資本整備を行い、経済を活性化させ

ることで税収の増加につなげる、といった好循環を生み出していく必要があります。 

 

こうした投資を着実に行うため、建設地方債を効果的に活用しつつ、将来負担にも

留意しながら中長期的に安定的な財政運営を行います。 

 

加えて、徴収対策を一層強化し、全国最低レベルの県税徴収率を向上させることで、

県税収入の増加を図るとともに、既存の事務事業については不断の見直しを行い、  

多様な県民ニーズに対応するための財源確保に取り組みます。 

 

このほか、老朽化が進む道路・河川などの社会基盤施設や県有建物の長寿命化を  

図るなど資産マネジメントを適切に行うことで、維持管理のトータルコストを   

縮減し、将来負担の軽減に努めます。 

 

 

① 中長期的に安定的な財政運営 

本県の将来の発展に向けて、ＳＤＧｓやカーボンニュートラルに向けた取組の推進と

いった視点を持ちつつ、社会資本整備や防災・減災対策、公共施設の老朽化対策を着実

に進めるとともに、総合計画に掲げる事業に取り組んでいく必要があります。 

このため、健全化判断比率1に留意しながら建設地方債を効果的に活用するとともに、 

県有施設長寿命化等推進基金をはじめとした基金の更なる確保・活用を図ることで、  

中長期的に安定的な財政運営に取り組みます。 

 

ア 建設地方債の効果的な活用と健全化判断比率に留意した財政運営 

イ 県有施設長寿命化等推進基金をはじめとした基金の更なる確保・活用 

ウ 地方財政制度の改善に向けた国への働きかけ 

 

 

 

                         
1 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、算定・公表が義務付けられている。 

財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのもので、実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費    
比率・将来負担比率の４つの指標の総称。 
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② 県税収入等の財源確保 

成田空港の更なる機能強化や広域的な幹線道路ネットワークの充実・強化により東京

に隣接する本県の優位性を高め、千葉の未来を支える産業振興や観光振興などの施策に

より県経済を活性化させることで、将来に向けた税収の増加を図ります。 

さらに、徴収対策を一層強化することで県税収入の確保に取り組みます。 

このほか、未利用県有地の処分や効率的な資金運用、寄附制度など、様々な手法に  

より財源の確保に努めます。 

 

ア 徴収対策の強化等による県税収入の確保 

イ 自主財源の確保 

ウ 寄附金収入の確保 

 

③ 事務事業の不断の見直し 

厳しい財政状況が続くことが見込まれる中、新たな県民ニーズに対応するため、既存

の事務事業については、事業そのものの必要性や事業手法の妥当性、費用対効果を   

検証し、県民生活への影響も十分配慮しながら、毎年度見直しを行います。 

 

ア 当初予算編成における事務事業の見直し 

 

④ 資産マネジメント 

道路・河川などの社会基盤施設や県有建物については、「千葉県公共施設等総合管理 

計画」や「千葉県県有建物長寿命化計画」などに基づき、県有施設長寿命化等推進基金

を効果的に活用しつつ、老朽化した施設の計画的な建替・改修や予防保全型の維持管理、 

照明のＬＥＤ化を進めることでトータルコストを縮減するとともに、出先機関等の集約

化や統廃合による建物の総量縮減などに努めます。 

また、公共施設を活用した更なる民間活力の導入についても検討します。 

 

ア 公共施設等の総合的・戦略的なマネジメント 

イ 更なる民間活力の導入 

 
 

⑤ 債権管理の適正化 

貸付金、使用料、負担金など県が有する税外債権については、引き続き管理の徹底を

行うとともに債権回収の強化・効率化を図るなど、収入未済の縮減に向けた取組を推進

します。 

 

ア 税外債権の管理徹底や債権回収の強化・効率化 
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柱２ 多様で柔軟な働き方の推進 

 

仕事の質や生産性を向上させ、組織力を高めるには、個々の能力と意欲を最大限に

引き出し、職員一人ひとりが誇りを持って生き生きと働ける環境づくりが必要です。 

 

テレワークの推進や新たなコミュニケーションツールの活用により、職員の環境の

変化にも対応した、多様で柔軟な働き方の推進に取り組むとともに、多様な人材が 

意欲を持って十分に能力を発揮できる職場づくりに取り組みます。 

 

また、メンタルヘルスケアをはじめとする職員の健康管理等に努め、健康で明るく

活力に満ちた職場づくりに取り組みます。 

 

 
① 多様で柔軟な働き方の実現 

テレワークの推進や新たなコミュニケーションツールを積極的に活用するとともに、

勤務制度の見直しを進め、育児や介護等、職員の環境の変化にも対応した、多様で柔軟

な働き方を推進します。 

 

ア テレワークの推進 

イ Ｗｅｂ会議の推進 

ウ 働きやすい勤務時間制度の推進 

 

② 多様な人材の活躍に向けた制度の確立 

「千葉県女性職員活躍推進プラン」や「千葉県障害のある職員の活躍推進プラン」の

着実な実施、再任用職員の知識、技術、経験の活用等を進め、多様な人材が意欲を    

持って十分に能力を発揮できる職場づくりに取り組みます。 

 

ア 女性職員の更なる活躍の推進 

イ 再任用職員の活躍推進 

ウ 障害者雇用の促進と活躍の推進 

エ 定年引上げを見据えた制度の確立 

 

③ 職員の健康管理 

職員が意欲的に働き続けることができる環境を整備するため、研修の実施や専門家に

よるケアなどの実施により職員の身体や心の健康管理を推進します。 

 

ア 職員のメンタルヘルス対策の推進 

イ 管理監督者に対するメンタルヘルス研修の実施 

ウ ハラスメント対策の推進
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① デジタル技術の活用等による業務効率化 

ＡＩやＲＰＡ3等のＩＣＴツールの利活用を進め、定型業務の自動化・効率化等に取り

組み、政策立案や県民への直接的なサービスの提供など、職員でなければできない業務

に注力することで、生産性の向上と、県民サービスの向上を図ります。 

 

ア ペーパーレス化やＢＰＲ4の推進 

イ ＩＣＴツールの活用による業務効率化 

 

② 行政手続・サービス等のデジタル化 

県民生活や企業活動に必要な行政手続について時間と場所を問わず申請できるよう 

オンライン化を推進するとともに、マイナンバーカードの普及・活用、キャッシュレス

決済の導入など、行政手続・サービス等のデジタル化を実現し、県民や事業者の利便性

や生産性の向上を図ります。 

 

ア マイナンバーカードの普及・活用 

イ 行政手続のデジタル化 

ウ キャッシュレス決済の推進

                         
2  ＤＸ（Digital Transformation／デジタルトランスフォーメーション） 
「進化したデジタル技術の浸透、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念。単
なるデジタル化ではなく、デジタル技術の活用による新たなサービス・価値の提供等を通して、制度や組
織文化なども変革していくような取組を指す。 
3 ＲＰＡ（Robotic Process Automation／ロボティック・プロセス・オートメーション） 
従来人間が行ってきた一連の定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットを用いて 自動化する仕組み。 
4  ＢＰＲ（Business Process Re-engineering／ビジネス・プロセス・リエンジニアリング） 
現在の業務を根本的に見直し、プロセスを分析・再構築し、業務改善や効率化を図ること。 

柱３ スマート県庁への転換による新たな行政スタイルの確立 

 

ＩＣＴ技術の利活用により、行政手続の利便性や庁内業務の効率化を図り、   

「デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ2）」に対応した「スマート県庁」への   

転換が必要です。 

 

マイナンバーカードの普及・活用、キャッシュレス決済の導入など、行政手続・  

サービス等のデジタル化を実現し、県民や事業者の利便性や生産性の向上を図り  

ます。 

 

また、ＩＣＴツールの利活用により、職員を定例的な事務作業から解放し、政策  

立案等への注力により、職員の生産性向上と県民サービスの向上を図ります。 

 

こうした取組とともに、市町村に対するＤＸ支援を進め、県全体のＤＸを推進し 

ます。 
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③ オープンデータ利活用の促進 

県庁が保有する様々な分野でのデータを広く利活用できるように取り組むとともに、

民間企業の新たなサービスの創造など企業活動にも活用できるようオープンデータの  

整備と利活用を促進します。 

 

ア オープンデータの整備と利活用の促進 

 

④ デジタル化に対応できる人材の育成 

デジタル部門に係る様々な研修を実施し、県庁のデジタル化の推進を支えるデジタル

人材の育成を図ります。 

 

ア デジタル人材育成研修等の実施 

 

⑤ 市町村ＤＸ推進への支援 

市町村に対し、電子申請システムの更なる共同利用を働きかけるとともに、市町村が

目標時期までに情報システムを標準化できるよう、必要な助言や情報提供など支援を 

行います。 

 

ア 自治体の情報システムの標準化・共通化 

イ スマート県庁への取組を活かした市町村ＤＸの推進
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柱４ 連携・協働で実現する持続可能な千葉県の確立 

 

地域や社会の課題解決には、地域の様々な主体と連携・協働して取り組むことが 

重要です。 

 

地域課題については、その地域の基礎自治体である市町村をはじめ、民間企業、  

大学、ＮＰＯ、県民等の持つ専門的知識やネットワーク等の強みを活かし、協働して

取り組みます。 

 

また、こうした取組につなげられるよう、様々な広報ツール等を活用し、県民に   

分かりやすい、きめ細やかな情報発信に努めます。 

 

 

① 市町村との連携・協働 

各市町村において生じるであろう様々な課題に対応するため、地域の変化・課題の  

見通しを市町村と共有し、個々の市町村の規模や状況に応じて、きめ細やかな支援を  

行う役割を果たします。 

 

ア 市町村との意見交換 

イ 地域振興事務所を通じた市町村との連携 

ウ 市町村との連携・協働による広域課題への取組 

エ 市町村ＤＸ推進への支援（再掲） 

 

② 他都道府県との広域連携 

複雑・多様化する諸課題に対し、地域に応じて的確に対応するため、全国知事会等を

通じて、国との政策協議・調整、提言等を実施し、地方分権改革の更なる推進を図り   

ます。 

また、広域的な課題等に的確に対応できるよう、関東地方知事会等の場を活用し、他

の都道府県との連携を推進します。 

 

ア 地方分権改革の推進に係る提言の実施 

イ 他都道府県との連携による広域課題への取組 

 

③ 民間企業、大学等の連携・強化 

民間企業や大学等との連携を強化し、多岐にわたる専門的な知識を活用することで、

地域課題の解決を図るとともに、地域特性を活かした魅力ある地域づくりにつなげます。 

 

ア 大学等との連携 

イ 民間企業等との連携 

ウ 公社等外郭団体との連携 
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④ 県民参画の推進 

様々な主体との連携・協働を推進し、それぞれの持つ特性や強みを活かして、複雑・

多様化する地域課題の解決につなげます。 

 

ア 県民・市民活動団体等との連携・協働 

イ 広聴の仕組みを通じた県民参画の促進 

 

⑤ 県民参画につながる情報発信力の強化 

県民が県政への信頼と理解を深めていけるよう、透明性を確保し、県民ニーズに応え

られる情報発信力の強化を図ります。 

 

ア 多様な広報ツールによる効果的な情報発信等の取組 

 

 

 


